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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景 

人生 100年時代に本格的に突入する中、できるだけ寝たきりや病気の期間を減らし、健康な状

態で自立して暮らせる生存期間（健康寿命）をさらに延伸することが重要です。健康長寿を目指

すためには、食べること・運動・社会参加の 3つの柱が重要とされており、オーラルフレイル※1

は、フレイル※2の前駆症状で認められることが多いことから、歯と口の機能低下を予防すること

が注目されています。社会生活の質の向上に寄与することに加え、全身の健康と口腔※3の健康の

関連性についても報告されていることを踏まえると、歯・口腔の健康づくりの取組をさらに強化

していくことが求められています。 

国においては、平成 23（2011）年に「歯科口腔保健の推進に関する法律※4」が公布・施行され、

この法律に基づき平成 24（2012）年に「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項※5」（以下、基

本的事項という）が策定されました。また、経済性運営と改革の基本方針 2023（いわゆる骨太の

方針）では、国民皆歯科健診に向けた取組の推進が明記されており、また「リハビリテーション、

栄養管理及び口腔管理の連携・推進を図るや「口腔健康管理の充実」との記載があるなど、歯科

保健医療対策がますます重要になっています。 

長崎県では、長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例により、歯・口腔の健康づくりは、すべて

の県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組むとともに、

適切な時期に必要な歯科口腔保健サービス、医療等を受けることができる環境が整備されること

を基本理念とすることが規定され、県民の健康増進のため、行政、医療・福祉関係者、県民各々

の役割を明らかにしています。 

 

２．計画の位置づけ 

生涯にわたり切れ目のない口腔に関する情報の周知と、誰もが格差なく適切な医療サービスを

受けることができる環境づくりのため、口腔の健康に関する施策について、具体的な方向性を示

し、計画的に進める必要があります。長崎市では「誰もが、おいしく食べ・楽しく話し・明るく

笑える人生を送る」を最終目標とし、平成 23 年度に長崎市歯科口腔保健推進計画を策定し、市

民の健康づくりを支え、各事業を推進してきました。 

長崎市歯科口腔保健推進計画は、「歯科口腔保健の推進に関する法律に基づく基本的事項」、「健

康増進法に基づく国民の健康増進を図るための基本的な方針」、「地域保健法に基づく地域保健対

策の推進に関する基本的な指針」、「長崎県歯・口腔の健康づくり条例」第 9条第 1項の規定に基

づき策定しました。 

また、長崎市歯科口腔保健推進計画は長崎市第五次総合計画※6をはじめとし、第 3次健康長崎

市民 21計画※7、第 8 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等と整合を図っています。 

今年度、計画期間の終了と、国が新たな基本的事項（第２次）を告示したことから、これまで

の計画の評価を踏まえて「第 2次長崎市歯科口腔保健推進計画」を策定します。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※1 オーラルフレイル：「食べこぼしやむせ、噛めない食品が増えた」など、歯と口の機能の衰えのこと。 

※2 フレイル：加齢により心身が老い衰えた状態。健康な状態と要介護状態の中間の段階を指す。 

※3 口腔：口から喉(のど)までの部分。口の中。 

※4 歯科口腔保健の推進に関する法律：歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する施策を総合的に推進

することを目的に策定された法律 

※5 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項：歯科口腔保健の推進に関する法律第 12条第 1項の規定に基づき歯科口腔

保健の推進に関する国及び地方公共団体の施策を総合的に推進するための基本的事項を示すもの。 

※6 長崎市第五次総合計画：本市の行財政運営に関する計画の最高位に位置し、各種分野別計画の基本となる計画。 

※7 第 3次健康長崎市民 21計画：本市の健康づくりに関する計画。 
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図 1-2 第２次長崎市歯科口腔保健推進計画の位置づけ 

 

３．計画の期間  

国の基本的事項との整合性を図るため、計画期間を令和 6年度から令和 17年度までの 12年間
とします。計画策定後 6年（令和 11（2029）年）を目途に全ての目標について中間評価を行い、
取り組みの修正を行うとともに計画開始後 10年（令和 15（2033）年）を目途に最終評価を行い、
目標を達成するための各事業の成果を適切に評価し、その後の取り組みに反映させるものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-3 第２次長崎市歯科口腔保健推進計画の評価スケジュール 
 

４．推進体制 

計画の推進には、行政、教育関係者、保健・医療・福祉の関係者、保険者など関係者が相互に

連携を図り、長崎市歯科口腔保健推進審議会※9において、計画の推進に向けた管理、評価を行い、

効果的な施策のための協議を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8 

※8 歯科疾患実態調査：歯科口腔保健の状況を把握し、今後の歯科保健医療対策を推進するための基礎資料を得ること 

を目的として実施する調査。 

※9 長崎市歯科口腔保健推進審議会：本市の歯科口腔保健の推進に関する重要事項の調査・審議を行う会議。 
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第２章 第１次長崎市歯科口腔保健推進計画の実績及び評価 

１．第１次長崎市歯科口腔保健推進計画の目標値と実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度～ 

   2035年度 

分類 対象 目標 具体的指標 
基準値 

(H23) 

中間 

評価 

(H28) 

実績値 

（R4） 

目標値 

(R4) 
評価 

1 歯科疾患の予防 

ア 乳幼児期 

(就学前期) 

健全な 
歯・口腔の 
育成 

むし歯（乳歯）がない 
3 歳児の割合(％) 

73.4 78.2 85.6 90 B 

イ 学齢期  

(高等学校

等を含む) 

口腔状態の

向上 

むし歯（永久歯）がない 
9 歳児の割合(％) 

81.3 81.1 87.3 90 B 

むし歯（永久歯）がない 
12 歳児(中学 1年生)の 
割合(％) 

62.9 64.4 73.8 
70→ 

75 
B 

12 歳児の 1人平均の 
むし歯の本数（本） 

1.2 1.2 0.6 
1 本未満

→0.6 
A 

歯肉に炎症がない中学
生の割合（％） 

66.6 75.4 75.4 80 B 

 

 

 

ウ 成人期 

(妊産婦を 

含む) 

 

 

 

 

高齢期 

 

 

 

健全な 

口腔状態の

維持 

 

 

 

 

歯の喪失 

防止 

20 歳代で歯肉に炎症が 
ない人の割合(％) 

6.3 11.5 48.0 40 A 

40 歳で歯を１本も失っ
ていない人の割合 (％) 
(親知らず含まず) 

73.9 82.6 94.8 
80→
90 

A 

40 歳代で進行した歯周
疾患がない人の割合(％) 

34.5 37.4 47.5 
75→
50 

B 

40 歳で治療が必要な歯
がない人の割合(％) 

70.1 66.1 73.3 90 C 

60 歳で 24本以上の歯
がある人の割合(％) 

77.9 75 80.6 80 A 

60 歳代で進行した歯周 
疾患がない人の割合
(％) 

18.7 25.5 38.2 50 B 

60 歳で治療が必要な歯
がない人の割合(％) 

69.5 75 74.1 90 C 

80 歳で 20本以上の歯
がある人の割合(％) 

53.5 39 66.1 60 A 

2 生活の質の観点 

から見た口腔機 

能の維持・向上 

ア 乳幼児期

学齢期 
口腔機能の
獲得 

歯並びに問題がない 
3 歳児の割合(％) 

68.4 68.3 50.7 90 D 

イ 成人期、

高齢期 
口腔機能の
維持・向上 

問題なく
食べる   
ことがで
きる 

60 歳代の 
割合(％) 

78.8 82.2 81.7 90 C 

80 歳代の 
割合(％) 

 61.2 61.6 70 C 

3 定期的に歯科 
健診、歯科医療 
を受けることが 
困難なかたへの 
支援 

ア 障害者 定期的な歯
科健診、歯
科医療の推
進 

障害(児)者入所施設で
の定期健診実施率(％) 

25 
55.6 

(H29) 
60.0 100 B 

イ 要介護 
高齢者 

介護老人福祉施設・介護
老人保健施設での定期
健診実施率(％) 

18.4 
75.0 

(H29) 
68.2 

60→ 

100 
B 

4 歯科口腔保健を 
推進するために 
必要な社会環境 
の整備 

― 

歯科口腔保
健の推進体
制整備 

 
歯科口腔保健を推進するネットワーク等連携の推進 

 
評価：A：目標到達 B：目標値に向け推移 C:変わらない D:低下 
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２．計画の分類ごとの最終評価 

（１）歯科疾患※10の予防 

乳幼児期（就学前期） 

【目 標】健全な歯・口腔の育成 

 

（具体的指標と評価） 

 表 2-2-1 むし歯がない３歳児の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2-2 むし歯がない３歳児の割合 全国平均との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 区分 
基準値 

（H23 年度） 

中間評価 

（H28年度） 

最終評価 

（R4年度） 

目標値 

（R4年度） 

むし歯がない 

3歳児の割合

（％） 

市 73.4 78.2 85.6 90 

県 69.6 76.9 ― 85 

国 79.6 84.2 88.1(R1) 90 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

長崎市

（％） 
73.4 75.4 76.4 75.4 74.3 78.2 77.4 81.5 80.9 80.8 85.0 85.6 

全国

（％） 
79.6 80.9 82.1 82.3 83.0 84.2 85.6 86.8 88.1 88.2 89.8 ― 

 

※10 歯科疾患：むし歯、歯周病が２大疾患 

 

図 2-2-1 むし歯がない３歳児の割合の推移

（長崎市） 
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≪評価≫ 

保育者の未処置う蝕※11や歯科保健行動が子のむし歯と関連するため、長崎市では、出生前（妊

娠期）からの歯科保健指導や歯科健診などの事業を展開しています。3歳児のむし歯は、全国平

均より多い状況が続いていますが、子の就寝前の仕上げ磨きやフッ化物※12の利用などむし歯予防

への理解が進んでおり、目標値には達しなかったものの、年々むし歯がない 3歳児の割合が増加

しています。 

 

学齢期（高等学校等を含む）  

【目 標】口腔状態の向上 

 

（具体的指標と評価） 

 

表2-2-3 学齢期の現状 

指 標 
区

分 

基準値 

(H23年度) 

中間評価 

(H28年度) 
最終評価 

（R4年度） 

目標値 

（R4年度） 

むし歯（永久歯※13）

がない 9歳児の割合

（％） 

市 81.3 81.1 87.3 90 

むし歯（永久歯）が

ない 12歳児の割合

（％） 

市 62.9 64.4 73.8 70→75へ変更 

県 47.2 55.3 69.3 ― 

国 54.6 64.5 68.2 (R1) 65 

12 歳児の 1 人平均

のむし歯の数（本） 

<図 2-2-2>  

市 1.2 1.2 0.6 
1本未満→0.6

本へ変更 

県 1.38 1.15 0.65 0.85  

国 1.2 0.8 ― 0.6 

歯肉に炎症がない中

学生の割合（％） 

国：高校生を含む 

市 66.6 75.4 75.4 80 

県 ― 96.5 96.4 97 

国 74.9 (H17) 80.2 ― 80 

 

  

※11 未処置う蝕：治療せずに放置してあるむし歯のこと。 

※12 フッ化物：フッ素は天然元素の 1つで、海水やお茶にも含まれ、人体を構成する元素でもある。歯から失われたカ

ルシウムなどのミネラルを歯に取り戻し（再石灰化）、歯の質の強化やむし歯菌の活性抑制作用によりむし歯予防に

役立つ。フッ化物を利用したむし歯予防法にはフッ化物塗布やフッ化物洗口、フッ化物配合歯磨剤などがある。 

※13 永久歯：おとなの歯。上下合わせて 28本。（親知らずを含めず） 
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図 2-2-2 12 歳児の１人平均むし歯の数 （全国平均との比較）   

  

≪評価≫ 

全市立小学校でフッ化物洗口※14 の実施環境が整った平成 29 年度以降、12 歳児の１人平均むし

歯の数は減少、むし歯がない 9 歳児及び 12 歳児の割合は増加し、全国平均と比較し、むし歯の罹

患状況が改善しています。（図 2-2-2）一方、歯肉に炎症がない中学生の割合は、ほとんど変わって

おらず、歯を失う原因の一つである歯周疾患についても、理解を深めていく必要があります。 

 

 

成人期（妊産婦を含む）・高齢期  

 

【目 標】成人期；健全な口腔状態の維持、高齢期；歯の喪失防止 

 

表2-2-4 成人期・高齢期の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

0.9 0.9 0.84 0.78
0.58

0.84 0.82 0.74 0.7 0.68 0.62

0

0.5

1

1.5

H28 H29 H30 R1 R2 R3

12歳児の1人平均むし歯の数

長崎市 全国

(本）

長崎市 具体的指標 
基準値 

(H23年度) 

中間評価 

(H28年度) 
最終評価 

(R4年度) 

目標値 

(R4年度) 

成人期 

 

 

 

高齢期  

20 歳代で歯肉に炎症がない人の割合(％) 6.3 11.5 48.0 40 

40 歳で歯を１本も失っていない人の割合 (％) 73.9 82.6 94.8 80→90 

40 歳代で進行した歯周疾患がない人の割合(％) 34.5 37.4 47.5 75→50 

40 歳で治療が必要な歯がない人の割合(％) 70.1 66.1 73.3 90 

60 歳で 24本以上の歯がある人の割合(％) 77.9 75.0 80.6 80 

60 歳代で進行した歯周疾患がない人の割合(％) 18.7 25.5 38.2 50 

60 歳で治療が必要な歯がない人の割合(％) 69.5 75.0 74.1 90 

80 歳で 20本以上の歯がある人の割合(％) 53.5 39.0 66.1 60 

 

※14 フッ化物洗口：学校等において、集団にて濃度が低いフッ化物洗口液を用いてぶくぶくうがいを行うむし歯予防法 
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図 2-2-3 長崎市における定期的な歯科健診受診率の推移（長崎市歯科疾患実態調査）  

 

≪評価≫ 

40歳で歯を 1本も失っていない人の割合や、80歳で 20本以上の歯がある人の割合は高くなっ

ており、重度のむし歯や歯周病により歯を失うことが減ってきていると考えられます。一方、治

療が必要な歯がある人の割合はあまり変わらず、軽度から中等度のむし歯は減ってはいないこと

から、加糖飲料の摂取回数とむし歯との関連や、フッ化物配合歯磨剤の効果的な利用法など、科

学的な根拠に基づいたむし歯予防法の情報提供と啓発が必要です。 

また、20歳代で歯肉に炎症がない人の割合は、目標値に達しており、歯ブラシを歯と歯ぐきの

境目にあてて小刻みに歯ブラシを動かすブラッシング法の啓発が、若年層を中心に着実に進んで

いると考えられます。 

歯周疾患に関しては、その病態について少しずつ周知が進み、40歳～60 歳代では、徐々に歯周

疾患がない人の割合が増加しています。各年代とも、年に１回の歯科健診受診率は増加してお

り、今後、健診をきっかけとして、かかりつけ歯科医院で継続した管理のため受診する人を増や

すことで、さらに、歯周疾患の予防・重症化抑制を図る必要があります。 

 

（２）生活の質の観点から見た口腔機能の維持・向上 
【目 標】口腔機能の維持・向上 

 

 乳幼児期（就学前期） 

 

（具体的指標と評価） 

 

表2-2-5 歯並びに問題がない３歳児の割合 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
区

分 

基準値 

（H23年度） 

中間評価 

（H28年

度） 

最終評価 

（R4年度） 

目標値 

（R4年度） 

歯並びに問題がない 

3歳児の割合（％） 
市 68.4 68.3 50.7 90 

0

10

20

30

40

50

60

70

20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～ 全体

定期的な歯科健診受診状況

平成23年度 平成28年度 令和4年度

（％）

（歳） 
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 成人期・高齢期  

 

（具体的指標と評価）   

              

表2-2-6 問題なく食べることができる60歳代、80歳代の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「問題なく食べることができる」の評価基準：  

基本チェックリストのうち、以下口腔機能関連３項目中で該当するものが１項目以下の方 

・半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 

・お茶や汁物等でむせることがありますか 

・口の渇きが気になりますか         

 （長崎市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

 

≪評価≫ 

歯並びに問題がない 3歳児の割合は徐々に減少していますが、指しゃぶりと関連が深い上下の

歯が咬みあわないかみ合わせの割合は変化していません。乳幼児健診では、指しゃぶりによるか

み合わせへの影響や口呼吸など口腔機能に問題があると思われる場合、口腔機能に関するパンフ

レットを配布し、かかりつけ歯科医院への定期受診を勧めています。 

高齢者においては、歯科健診における口腔機能検査※15や出前講座※16、高齢者ふれあいサロン※17

等における講話や保健指導により、オーラルフレイルや誤嚥性肺炎※18についての啓発を進めてき

ましたが、問題なく食べることができる人の割合は、ほとんど変わっていません。広く情報提供

を図るためにも、健診や高齢者ふれあいサロン等に参加していない人や口腔機能が低下する以前

の早期の段階での周知が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 標 区分 
基準値 

(H23年度) 

中間評価 

(H28年度) 

最終評価 

(R4年度) 

目標値 

(R4年度) 

問題なく食べることができる
※
 

60歳代の割合（％） 

市 78.8 82.2 81.7 90 

県 84.5 76.2 ― 90 

国 73.4（H21） 72.6 (H27) ― 80 

問題なく食べることができる
※
 

80歳代の割合（％）（追加） 
市 ― 61.2 61.6 70 

 

※15 口腔機能検査：口の中の清掃状態や乾燥状態、口唇、頬、舌の動きを検査し、噛む機能や飲み込む機能の状態を調 

べること。 

※16 出前講座：本市の事業で歯科分野ではオーラルフレイル予防についての講座を行っている。 

※17 高齢者ふれあいサロン： 地域の身近な場所で高齢者が気軽に集い、軽い体操やものづくり等、住民同士の交流や

親睦、ふれあい等を通して、心身の健康づくり、生きがいづくり、仲間づくり、地域づくりを目的に開設している。

週 1回以上、1回 2時間程度とし、企画・運営には高齢者ふれあいサロンサポーター養成講座の修了者が関わる。 

※18 誤嚥性肺炎：誤嚥（本来気管に入ってはいけない物が気管に入ること）によって、口腔内細菌を含む唾液などが誤

って気道から肺に入り、細菌感染によって引き起こされる肺炎で、高齢者に多い。 
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（３）定期的に歯科健診、歯科医療を受けることが困難なかたへの支援 
【目 標】定期的な歯科健診、歯科医療の推進 

 

障害者（児）・要介護高齢者 

（具体的指標と評価） 

 

表2-2-7 

 障害（児）者入所施設、介護老人福祉施設・介護老人保健施設での歯科健診実施率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪評価≫  

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、健診を中断した施設もありますが、計画開始時

と比較して、年に１回以上の歯科健診を実施する施設の割合は増加しています。障害児・障害者

の歯科治療については、長崎大学病院や県の口腔保健センターなど、専門性が高い機関での受診

が可能ですが、障害の重症度に応じて地域歯科医院と連携を図り、定期健診を継続できる体制づ

くりが必要です。 

多職種対象の研修会を重ねることにより、様々な職種の中で、口腔ケアの必要性や方法の周知

が進み、施設での口腔ケアの実施につながっています。さらに連携を進め、在宅の方にも口腔の

健康を保つための情報がいきわたるように、多方面からの周知を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

指 標 区分 
基準値 

(H23年度) 

中間評価 

(H28年度) 
最終評価 

(R4年度) 

目標値 

(R4年度) 

障害（児）者入所施設での 

定期的な歯科健診実施率 (％) 

市 25 55.6 (H29) 60 100 

県 ― 76.9 76.5 80 

国 66.9 62.9 ― 90 

介護老人福祉施設・介護老人保

健施設での定期的な歯科健診

実施率（％） 

市 18.4 75 (H29) 68.2 60→100 

県 ― 52.6 55.6 60 

国 19.2 19 ― 50 
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第３章 第２次長崎市歯科口腔保健推進計画について 
 

１．計画の最終目標  

本市では、前計画において「噛むことで健康に、噛めることで幸せに！！」というスローガン

のもと様々な取組みを進めており、引き続き「誰もが、おいしく食べ・楽しく話し・明るく笑え

る人生を送る」ことの実現を目指します。 

 

【最終目標：誰もが、おいしく食べ・楽しく話し・明るく笑える人生を送る】 

 

 

図 3-1-1 長崎市歯科口腔保健推進計画の概念図   
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図3-1-2 歯科口腔保健推進のためのグランドデザイン   

 

２．計画の基本的な方向性  

⑴ 長崎市の現状 

子どものう蝕の減少、高齢者の歯数の増加など、平均的には口腔内状況が明らかに改善

している一方、歯科疾患の罹患状況の格差等が認められており、すべての市民に、歯科口

腔保健の重要性が理解され、そのための行動を実践しているとまではいえない状況にあり

ます。 

 

  ⑵ 基本的な方向性 

急激な少子高齢化、デジタルトランスフォーメーション※19の加速といった社会環境の変化

の中で、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等関係者との相互連携を図りつつ、この変

化に対応しながら歯科口腔保健を推進していきます。 

乳幼児・学童期・成人期・高齢期の各ステージにおいて、う蝕や歯周疾患などの歯科疾患

や口腔機能に関する状況が異なるなか、生涯を通じて切れ目なく各々の対策に取り組む必要

があります。現在の歯・口腔の状態は、これまでの生活習慣を含めた保健行動や周囲の社会

環境の影響を受けるため、歯科口腔保健の推進に向け、国の新たな基本的事項で示されたラ

イフコースアプローチ※20に基づき、歯・口腔に関する健康づくりの推進に取り組みます。 

 

 

 

  

引用：令和 5年 10 月 歯・口腔の健康づくりプラン推進のための説明資料 

※19 デジタルトランスフォーメーション：デジタル技術の活用により、人々の生活をよりよいものに変革させ

ること。 

※20 ライフコースアプローチ：胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的にとらえた健康づくりのこと。 
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ア 歯・口腔に関する健康格差の縮小 

生活習慣の改善に関わる国民一人一人が行う取り組みに加え、家庭、学校、職場や地域、医

療機関、各施設を含めた社会全体として、個人の取り組みを支援し、誰一人取り残さないユニ

バーサルな歯科口腔保健を実現するために、社会環境の基盤整備によって適切かつ効果的に行

い、地域や経済による健康格差の縮小を目指します。 

 

イ 歯科疾患の予防 

う蝕、歯周疾患は、予防可能な疾患であり、その成り立ち及び科学的根拠に基づいた予防方

法について普及啓発を行い、健康増進に向け一次予防に重点をおきます。歯科疾患の発症・重

症化リスクが高い集団に対しては、歯・口腔の健康に関連する生活習慣の改善や医科歯科連携

の取り組みを組み合わせることにより、効果的に重症化予防を実現します。 

 

ウ 生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上 

乳幼児期及び学童期においては、口腔機能の獲得や口腔・顎の成長に影響を及ぼす習癖等の

除去、成長発育に関する知識の普及啓発、食育に係る保健指導を推進します。 

口腔機能の低下については、その症状について広く周知し、早めに対応することで、口腔機

能の回復および向上を図ります。 

 

エ 定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健 

個人の状況に応じて、施設での年に１回以上の検（健）診受診の実現や在宅等での訪問歯科

診療のための取り組みを推進します。 

 

オ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

歯科検（健）診の受診勧奨及び実施体制の整備およびＰＤＣＡサイクル※21に沿った事業評

価を行います。フッ化物洗口を継続的に実施するにあたり、必要な支援体制を整えます。 

大規模災害時の歯科口腔保健活動に関して、関連団体と協議し、体制を整えます。 

 

⑶ 目標の設定および考え方 

国では基本的事項において全国的な目標を設定し、広く目標を周知するとともに、継続

的に指標に関する調査および分析を行い、その結果に関する情報を国民や関係者に還元す

ることにより、歯科口腔保健推進に対する意識の向上を支援するものと位置づけています。 

指標の設定は、多くの関係者が共通の認識としてもつ科学的根拠に基づき、継続的に実

態把握が可能であり、かつ具体的な目標を設定するものとします。 

長崎市では、国が示した「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を参考とし、本市

の実情に沿った目標を設定し、時代の変化に対応した施策の充実を図ります。 

 

 

 

  

○新  

※21 ＰＤＣＡサイクル：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（対策・改善）の仮説・検証型プロセス。 
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第４章 長崎市における歯科保健事業の現状 

1.【妊産婦・乳幼児期】 

Ａ．妊産婦歯科保健指導事業（歯っぴいベビー） 

  平成 18年度から、妊産婦及びその生まれてくる子どもの口腔保健の向上を目的に、妊婦に対し

産科医療機関において集団での歯科保健指導を実施しています（市歯科医師会委託）。 

 

表 4-1-1 長崎市歯科保健指導事業（歯っぴいベビー）への参加状況 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．妊産婦歯科健診（ママの歯っぴいチェック） 

  妊婦及び産婦の口腔の健康と健全な出産を支援することを目的とし、歯科健診と保健指導を

実施しています（平成 21 年度から委託）。令和５年９月より、対象者を妊産婦のパートナーへ

拡大し、子育て家庭の口腔の健康の保持増進への支援を強化しています。（令和 5年 9月からの

名称：妊産婦等歯科健診（歯っぴいチェック）） 

  

 表 4-1-2 長崎市妊産婦歯科健診（ママの歯っぴいチェック）の受診状況 

 

 

 

 

 
 
 
 

C．むし歯予防教室をはじめとした歯科健康教室 

1歳 6か月児健診以前に歯科保健の情報を伝え、乳幼児のむし歯予防を図るために、 

「むし歯予防教室」を平成 13年度から開始し、実施しています。 

 

 表 4-1-3 むし歯予防教室及びその他小児対象教室への参加状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

参加者数（人）   1,169 1,053 1,008 1,092 1,174 

妊婦/産婦（人） 622/547 599/454 581/427 667/425 713/461 

受診率（%） 21.3/18.5 21.4/16.6 21.4/16.8 26.6/16.5 30.5/19.3 

保育件数※ 56(66) 43(45) 14(14) 18(18) 25(32) 

※（ ）は被保育児人数 

 

 

年度 H30 R元 R2※ R3※ R4※ 

参加者数(人) 538 428 41 30 28 

回  数(回) 59 49 11 7 11 

※令和 2,3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施場所が 1か所、令和 4年度は 2か所となった。 

 

 

内容/年度   H30  R1  R2  R3 R4 

むし歯予防教室 
参加者数(人) 409 290 224 214 201 

回数（回） 22 17 14 19 17 

その他の 
小児対象教室 

参加者数(人) 789 725 330 332 648 

回数（回） 16 25 18 15 25 
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D．歯育て健診 

  幼児期からのむし歯予防習慣の定着を目的として、歯科健診とフッ化物塗布を委託歯科医院

にて実施し、かかりつけ歯科医院での定期受診につなげています。（1歳 6か月児健診時に受診

券を配布） 

 

 表 4-1-4 歯育て健診受診状況の推移 
 

 

 

 

 

 

≪現状と課題≫ 

妊産婦や乳幼児健診での仕上げ磨き方法の周知やフッ化物の利用についての指導の浸透によ

り、子どものう蝕は徐々に減少しています。子育て家庭への口腔の健康保持のため、これまで実

施してきた各種事業を継続するとともに、今後、一部ハイリスク児に対しての個別対応と、就労

している保護者が情報を得やすいよう、子育て応援情報サイト（イーカオ）等のさらなる活用が

必要です。 

 

 

2.【幼児期・学齢期】 

 

A．幼児期におけるフッ化物洗口  

ポピュレーションアプローチ（集団全体へのむし歯予防法）として、低濃度のフッ化物溶液

を用いたぶくぶくうがい（フッ化物洗口）のために必要な物品等を市が補助し、実施環境が整

った各施設において、希望者に対し毎日法で実施しています。 

 

表 4-2-1  

保育所・幼稚園・認定こども園でのフッ化物洗口実施状況（独自実施施設を含む） 

     年度          H30 R1 R2 R3 R4 

実施数/施設数 

(%) 

99/149 

( 66.4 ) 

104/146 

( 71.2 ) 

104/145 

( 71.7 ) 

100/145 

( 69.0 ) 

99/144 

( 68.8 ) 

 

 

B．学童期におけるフッ化物洗口 

  集団でのフッ化物洗口のため、各学校に必要な物品等を支給し、週１回法にて希望者に実施

しています。 

 

 

 

 

 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

参加者数（人） 1,114 1,186 1,118 1,120 879 

受診率(%) 37.5 40.7 39.5 44.0 35.1 
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表 4-2-2 小・中学校でのフッ化物洗口実施状況推移（独自実施施設を含む） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C．学校保健統計 

 年に１回、学校歯科医による歯科検診を実施し、むし歯や歯肉の状況について、受診勧奨をおこ

なっています。 

 

 
  図 4-2-1 長崎市の１人平均う蝕増加数の推移（学校保健統計）   

 

 

≪現状と課題≫ 

むし歯の状況については、平成 29 年度に市立小学校、令和４年度に市立中学校の全てでフッ

化物洗口実施環境が整い、むし歯予防効果が認められます。 

生涯を通じて、口腔の健康を自ら守るために、歯肉炎予防のためのブラッシング方法の周知や

口腔と全身の健康との関連についての教育が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

年度 小学校※1 中学校※1 

30 69/69 11/39 

令和元 69/69 17/40 

２ 68/68 37/39※２ 

３ 68/68 36/38※３ 

４ 68/68 37/37※４ 

 

※1：小・中学校は市立の学校で分校を含む。 

※2：39 校中 1 校は、令和 2 年度閉校の為、実施無。 

※3：38 校中１校は、令和 3 年度休校の為、実施無。 

※4：令和４年度、南中閉校 
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3.【成人期】 

Ａ．歯科健診 

〇個別健診   

・妊産婦等歯科健診（前掲）（表 4-1-2） 

・歯周疾患検診 

平成 15年度から 40歳及び 50歳の方を対象に開始し、平成 17年度 60 歳及び 70歳、20年度

30 歳、21 年度 80 歳、23 年度 20 歳、24 年度 25 歳・35 歳に対象年齢を拡大しました。なお、

平成 26年度から、20歳以上の禁煙を希望する喫煙者を追加しています。 

 

表 4-3-1 長崎市歯周疾患検診における 40・50・60・70歳の受診率 
 
 

 

 

 

 

〇集団健診  平成 26年度から、特定健診等会場等での集団歯科健診を開始しました。 

表 4-3-2 長崎市における特定健診会場等での集団歯科健診実施状況 

    年度 

 

会場 

H30 R元 R2※1 R3※1 R4 

実

施

回

数 

参加者

数

（人） 

実施

回数 

参加者

数

（人） 

実施

回数 

参加者

数

（人） 

実施

回数 

参加者

数

（人） 

実施

回数 

参加者

数

（人） 

特定健診等会場 10 349 8 225 4 202 7 313 8 202 

大学等 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 11 371 8 225 4 202 7 313 8 202 

※1 令和２,３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、歯科保健指導を実施  
 
 
表 4-3-3 定期的に（年 1 回以上）歯科健診を受けている人の割合（％）（市民健康意識調査） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

参加者数（人） 1,055 1,108 1,075 1,394 946 

受診率（%） 4.3 4.6 4.7 6.1 4.3 

 

年代/年度 R1 R2 R3 R4 
R4内訳  

男性 女性 

20歳代 45.5 45.1 42.3 50.0 30.0 64.3 

30歳代 47.4 52.3 54.1 51.4 43.8 54.8 

40歳代 57.5 49.2 57.6 63.9 51.3 71.0 

50歳代 50.7 49.0 51.4 54.2 40.7 62.2 

60-64歳 55.6 52.3 63.7 62.5 62.2 62.7 

65-69歳 63.0 62.0 62.7 66.9 62.5 71.4 

70-74歳 65.9 64.2 68.2 62.0 55.9 67.6 

75-79歳 69.7 74.5 76.9 69.7 68.4 70.5 

80歳以上 66.0 60.9 61.8 70.7 66.7 74.4 

全体 58.8 56.6 59.8 61.4 54.9 66.1 

 

 

 

 



17 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3-4 長崎市における未処置歯を有する者の割合(%)の推移（長崎市歯科疾患実態調査） 

年代 H23 H28 R4 

20代 38.4 44.3 52.0 

30代 26.5 37.4 37.1 

40代 30.9 29.0 26.7 

50代 35.6 27.9 29.6 

60代 26.3 18.9 25.9 

70代 21.3 26.4 24.7 

80代以上 37.5 19.3 28.6 

20歳以上 29.8 27.4 31.3 

 
            

 

Ｂ．出前講座 

   令和３年より、成人や高齢者向けに口腔ケアや口腔機能維持についての出前講座を実施

し、お口の機能低下（オーラルフレイル）についての啓発を行っています。 

 

表 4-3-5  出前講座実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

年度 R3 R4 

実施回数（回） 10 12 

参加者数（人） 156 228 

 

 

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

糸ようじ（フロス）のみ使っている 歯間ブラシのみ使っている どちらも使っていない

(％)

図 4-3-1 年代別、清掃補助器具を使用している割合（令和 4年度長崎市市民健康意識調査） 
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≪現状と課題≫ 

成人期においての定期健診受診率は徐々に上昇していますが、就労年代と男性で受診率が低い

傾向があり、仕事や育児等のため歯科医院を受診する時間がとりにくいことや痛みなど症状がな

く緊急性が低いこと等で、歯科健診受診を後回しにしている状況が推測されます。 

また、歯間ブラシ等の補助清掃用具の使用率については、歯ぐきの症状がほとんどない 20代、

30代で低く、口腔の健康を維持するためには、補助清掃用具を用いた丁寧なセルフケアと定期的

な歯科医院受診が必要であることの啓発が必要です。 

口腔の健康が全身の健康とも関連するとの様々な報告により、口腔の健康を維持することが医

療経済的な面でも有用であることから、国レベルでの体制づくりが肝要ですが、長崎市において

も、県の健康づくりアプリ等を受診のきっかけづくりに活用するなど総合的・多面的なアプロー

チにより、健康を維持することへの興味から定期的な歯科医院受診などの保健行動へつなげるこ

とが重要と考えられます。 

 

4.【高齢期】 

Ａ．口腔ケア指導事業（歯つらつ健康教室） 

口腔機能の低下の予防及び口腔機能向上のための講話や指導を行います。 

 

表 4-4-1 歯つらつ健康教室の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．短期集中型訪問サービス（口腔改善指導）事業 

口腔機能の向上が必要である要支援者又は事業対象者に対して、個別訪問指導により、口腔機

能の維持を図り、要介護状態への移行を防ぎます。 

 

表 4-4-2 短期集中型訪問サービス（口腔改善指導）実施状況 

   

 

 

 

 

内容：歯科衛生士が自宅に訪問し、口腔機能・衛生評価・嚥下※22機能チェック、嚥下体操、

ブラッシング指導等を実施（6か月間に 2回） 

  

内容 ＼ 年度 H30 R1 R2 R3 R4 

指導延べ回数（回） 3 9 0 4 6 

利用人数（人） 2 5 0 2 3 

年度 会場数 
延べ実施回数 

（回） 

延べ参加者数 

（人） 

１回あたりの平均 

参加者数（人） 

H30 67 72 1,417 19.7 

R1 72 83 1,511 18.2 

R2 40 45 797 17.7 

R3 37 39 646 16.6 

R4 54 63 1,000 15.9 

 
内容：口腔機能評価、口腔衛生評価、歯科衛生士による講話・実習等、老人クラブなど

の団体より依頼を受け実施（基本 2回、1回でも可） 
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Ｃ．お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業（長崎県後期高齢者医療広域連合事業） 

口腔機能の維持・向上による生活の質（QOL）※22の維持・向上を図るため、75 歳以上を対象

に、口腔内診査、お口の機能に関する検査、個人にあわせたお口の体操や口腔清掃指導を 2 回

に分けて実施しています。 

 

表 4-4-3 お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業実施状況 

（長崎県後期高齢者医療広域連合事業） 
  

年度 ＼ 受診者数 
長崎県全体 長崎市 

外来型 訪問型※ 外来型 訪問型※ 

R1 1,471 ― 558 ― 

R2 1,446 ― 553 ― 

R3 1,508 5 546 3 

R4 1,983 4 765 3 

 

 

≪現状と課題≫ 

オーラルフレイルの啓発や口腔機能低下のための運動等の口腔ケアについての参加者につい

ては、新型コロナウィルス感染症拡大前まで増加傾向にありましたが、コロナ禍にて実施でき

なかったことによる減少後、徐々に増加してきています。 

また、75歳以上を対象としたお口の機能検査を含んだ歯科健診についても、コロナ禍後に受

診者が増加しています。 

一方、服薬などの影響により、高齢者では口腔内が乾燥しやすく、むし歯が急に増える傾向に

あることがあまり知られていないため、家庭でのフッ化物配合歯磨剤の効果的な使用法や口腔機

能低下の症状（オーラルフレイル）について、歯科健診や地域での健康教室、市 HP などを利用

し、さらに啓発を強化していく必要があります。 

 

  

※令和 2 年度より訪問型開始。令和 2年度は訪問型の実績なし 

※22 生活の質（QOL）：Quality Of Life の略称で、ひとりひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質のこと。 
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5.【障害児、障害者における歯科保健事業】 

  

Ａ．障害児に対する歯科健診、フッ化物塗布 

さくらんぼ園（長崎市障害福祉センター内児童発達支援センター）通園者に対して、歯科健診および

フッ化物塗布を実施し、付き添いの保護者に対して歯科保健指導を実施しています。 

 

表 4-5-1 ハートセンターにおける歯科健診及びフッ化物塗布受診状況 

 

 

 

 
 

 

Ｂ.長崎市歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業（長崎市歯科医師会へ委

託） 

  障害者・要介護者の「オーラルフレイル対策」をテーマに、医療職及び介護支援専門員、介

護職等福祉職が共に研修する会を開催することで、対象者の健康支援につなげています。 

 

表 4-5-2 長崎市歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業の実施状況 

 （長崎市歯科医師会委託） 

年度 H30 R1 R2※ R3 R4 

研修会 
実施回数(回) 6 6 0 5 5 

参加者数(人) 526 586 － 528 410 

※ 令和 2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止 
 

Ｃ．長崎市障害者等歯科医療技術者養成研修会（長崎県歯科衛生士会長崎支部へ委託） 

障害（児）者・要介護者が利用する病院・施設等での実習を含めた研修会を開催し、障害（児）者・ 

要介護者に対する歯科保健医療に対応できる歯科衛生士を養成してきました。令和５年度より、対象

者を他の医療や介護関連職種へ対象を拡大しての実施を予定しています。 

 

Ｄ．在宅寝たきり者及び在宅障害者歯科保健事業（長崎県歯科衛生士会長崎支部へ委託） 

平成 22 年度から寝たきり及び障害のため歯科医療機関において歯科保健医療を受けることが

できない者を対象とし、在宅での歯科保健指導を実施しています。 

  

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

健診受診数（人） 61 57 90 105 96 

フッ化物塗布数(人) 31 84 75 75 75 

 



21 

 

Ｅ．歯科口腔保健に関連する介護保険サービスの利用状況（長崎市介護保険課） 

表4-5-3 歯科専門職が行う、居宅療養管理指導費給付実績の推移 

 

 

 

 

  

(※1)Ⅰ：同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合、Ⅱ：同一建物居住者（2人以上9人以

下）に対して行う場合、Ⅲ：同一建物居住者（10人以上）に対して行う場合 

(※2)利用件数（延べではない） 

(※3)延べ利用回数 

(※4)回数に各区分における1回あたりの所定単位数を乗じたもの 

 



22 

 

表 4-5-4 施設等での歯科口腔関連介護保険サービス利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

(※5)口腔衛生管理体制加算は令和３年度介護報酬改定により廃止（特定施設入居者生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護を除く）。 

(※6)各加算を算定した件数（延べではない） 

(※7)各サービス種類における受給者数（R5年のみ 5月現在の受給者数） 
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≪現状と課題≫ 

要介護者等に対応するための多職種向けの研修会を継続してきたことで、口腔ケアの方法や口

腔の健康維持への意識づけが徐々に進み、病院や施設等での口腔ケアの必要性が認識されるよう

になっています。また、病院や福祉施設等で勤務する歯科衛生士が増加している中、技術養成研

修会により、実技方法の共有と情報交換ができたことが、歯科衛生士として新たに勤務をはじめ

るきっかけともなっています。今後、実技方法の共有を看護や介護の他職種へ広げることで、病

院や施設内のケアを継続するとともに、在宅での口腔のケアの充実を図る必要があります。 

 

6.【歯科保健普及啓発活動】 
 

歯と口の健康週間（歯っぴいスマイルフェスティバル） 

毎年 6 月 4 日から 10 日までの歯と口の健康週間に、歯の相談・ブラッシング指導や栄養、禁煙

の啓発も含んだイベントを行い、市民の歯科口腔保健の推進に努めています。 

 

表 4-6-1 歯と口の健康週間（歯っぴいスマイルフェスティバル）実施状況 

 

≪現状と課題≫ 

歯と口の健康週間や他の健康イベントにおいて、歯科保健普及のため、保健指導や歯科相談

等を実施しています。今後、地域における健康づくり活動の一環として、各団体等と連携しな

がら啓発を広げていく必要があります。 

休日の歯科医療では、休日午前に長崎市歯科医師会会員の歯科医院において、休日午後に長

崎県歯科医師会所属の歯科医師による県口腔保健センターにおける歯科診療が実施されてお

り、充実した体制が維持できています。 

  また、令和２年度に、長崎市歯科医師会と災害協定を締結し、災害発生時における歯科医療

救護活動の必要事項を定めており、必要な支援を提供できるよう、さらなる体制強化が必要で

す。 

国の方針として、出生から生涯にわたる個人の健康データを把握する仕組みである PHR 

(Personal Health Record)として、乳幼児健診や歯周疾患検診結果も一括管理するデータベース

への登録を実施しています。今後、KDB（国民健康保険データベース）などのデータベースや市

独自の健診結果を分析し、効果的な施策につなげていく必要があります。 

 

  

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

参加者数(人) 2,100 2,500 新型コロ
ナウイル
ス感染症
の影響に
より中止 

新型コロ
ナウイル
ス感染症
の影響に
より中止 

―  

実施場所 JR長崎駅前 
かもめ広場 

JR長崎駅
前 

かもめ広場 

・展示及びチラシ配布等 
(ベルナード観光通り) 

・動画配信(浜町大型ビジ
ョン) 
・展示（長崎市立図書館） 
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第５章 計画における目標設定と取り組む歯科口腔保健施策 

１．歯・口腔に関する健康格差の縮小 

⑴ 歯・口腔に関する健康格差の縮小によるすべての市民の生涯を通じた歯科口腔

保健の達成 

 ア 歯・口腔に関する健康格差の縮小 

歯・口腔に関する健康格差については、前計画においては目標の設定がなく、またその評価

が確立していないため、単一の指標での設定が困難であることから、歯・口腔の健康格差を評

価しうる複数の指標を設定します。 

ライフコースの入り口である乳幼児期において、う蝕の状況には地域差や親子でのう蝕の関

連などによる健康格差が認められます。前計画の指標である「むし歯がない３歳児の割合」を

市独自指標として残しつつ、特にこの時期の多数歯のう蝕は、家庭環境を含む社会経済的要因

が影響すると指摘されているため、「4 歯以上のむし歯がある３歳児の割合」を指標とします。 

また、混合歯列※23 から永久歯列※24 へ移行する時期であり、学校保健統計にて有病状況が確

認でき、他市町村との比較が可能であることから、国では 12歳児でう蝕のない者の割合が 90％

以上の都道府県数を指標としており、長崎県と市では、12歳児でのむし歯の状況を独自指標と

します。 

歯の喪失は、う蝕や歯周疾患等により生じるため、現在歯数は、これまでのライフコースに

おける口腔内環境が反映された結果ととらえることができることから、新たに 40 歳以上の歯

の喪失状況を健康格差の指標とします。 

 

（新指標とその目標値） 

 

●新指標 表 5-1-1 3歳児で 4歯以上むし歯がある者の割合（％） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表 5-1-2 12歳児でむし歯がない者の割合（％）県と市における独自指標 

 

 

 

 

 

 

  国指標 12歳でう蝕のない者の割合が 90%以上の都道府県数 

現状：0（R2） 最終目標：25 

 

  

指標 区分 R1 R2 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

3 歳児で 4 歯以

上むし歯がある

者の割合（％） 

市 6.1 5.2 4.2 0 

県 5.8 5.7 4.2 0 

国 ― 3.5 ― 0 

 

指標 区分 H28 R1 R2 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

12 歳児でむし歯が

ない者の割合（％） 

市 64.4 70.4 69.5 73.8 90 

県 55.3 61.8 63.7 69.2 90 

 

 

※23 混合歯列：乳歯（子どもの歯）と永久歯（おとなの歯）が混在している歯並びのこと。（5歳～12歳前後） 

※24 永久歯列：永久歯（おとなの歯）が生えそろった歯並びのこと。 
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●新指標 表 5-1-3 40 歳以上における自分の歯が 19 歯以下の者の割合（％） 

 

 

 

 

 

 

≪今後取り組むべき施策≫ 

〇歯磨きは、歯垢が残りやすい部位に重点を置く必要があること、また、沈着した歯石は歯磨き

では除去できないため、歯科医院での専門的な処置が必要になることを周知し、保健行動の変

化を促します。 

○対面で実施する母子健康手帳交付時に妊産婦等歯科健診について受診勧奨し、また歯周疾患検

診の受診勧奨ハガキを特定の年齢の全ての人へ送付することで、周知を徹底します。 

○口腔の健康を保つために実施している各種事業について、市HPや歯科医院等医療機関、イーカ

オや子育て応援アプリ等を活用して情報の提供を行います。 

 

２．歯科疾患の予防 

歯の喪失の主な原因であるう蝕、歯周病などの歯科疾患は、適切な口腔機能にも関係するこ

とから、ライフコースアプローチを踏まえた歯科疾患予防に関する取組みの指標とします。 

⑴  う蝕の予防による健全な歯・口腔の育成・保持の達成 

ア う蝕を有する乳幼児の減少 

●３歳児で 4歯以上むし歯のある者の割合（％）（再掲、表 5-1-1） 

●３歳児でむし歯がない者の割合（％）（市独自指標） 

表 5-2-1 ３歳児でむし歯がない者の割合（％） 

 

 

 

 

 

イ う蝕を有する児童生徒の減少 

●12歳児でむし歯がない者の割合（％） （県と市の独自指標）（再掲、表 5-1-2） 

●12歳児における１人平均むし歯の数（本）（市独自指標） 

 表 5-2-2 12歳児における１人平均むし歯の数（本） 

 

 

 

 

指標/年度 H23 H28 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

12歳児における１人 

平均むし歯の数（本） 
市 1.2 1.2 0.6 0.4 

 

指標/年度 H23 H28 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

3 歳児でむし歯が

ない者の割合（％） 
市 73.4 78.2 85.6 92 

 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

40歳以上における自分の歯が

19 歯以下の者の割合（％） 

市 13.2 5 

県 28.5 5 

国 22.7 5 
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ウ 治療していないう蝕を有する者の減少 

●新指標  20歳以上における未処置歯を有する者の割合（％） 

 

表 5-2-3 20歳以上における未処置歯を有する者の割合（％） 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

20 歳以上における未処置

歯を有する者の割合（％） 

市 31.3 20 

県 14.1 ― 

国 33.6 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

エ 根面う蝕※25を有する者の減少 

 

成人期において未処置う蝕が減少していないこと、また高齢者においては、服薬等の影響

により唾液分泌が減少し、特に根面う蝕が増加する背景があることから、新たに、60歳以上

における根面う蝕者の割合を指標として追加することとしました。 

 

●新指標 60 歳以上における未処置の根面う蝕を有する者の割合（％） 

 

表 5-2-4 60 歳以上における未処置の根面う蝕を有する者の割合（％） 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

60歳以上における未処置の 

根面う蝕を有する者の割合

（％） 

市 8.5 5 

県 5.2 5 

 

 

 

図 5-2-1 未処置歯を有する者の割合（令和４年度長崎市歯科疾患実態調査） 

 

0 10 20 30 40 50 60

20～29

30～39

40～49

50～59

60～69

70～79

80～

全体

未処置歯を有する者の割合

（歳） 

（％） 

※25 根面う蝕：高齢者に多い歯の根もと部分のむし歯で、進行するまで気づきにくい 
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⑵  歯周病の予防による健全な歯・口腔の保持の達成 

  ア 歯肉に炎症所見を有する者の減少 

歯周病予防・重症化予防は、生涯を通じた取り組みが必要であるため、若い年代からの口腔

清掃などのセルフケアの方法と歯科医院での定期管理の啓発が必要です。10代における歯肉の

炎症所見者は、国からの推奨基準にあわせ、学校歯科健診における G※26と GO※27者とします。

歯肉に炎症所見を有する者は、歯ぐきの検査時に歯肉から出血があった者とし、前回計画での

20代に 30代も加え、若い年齢層での歯肉の炎症状況についての指標とします。 

 

●10 代における歯肉に炎症所見を有する者の割合 

●新指標 20代〜30代における歯肉に炎症所見を有する者の割合 

 

 表 5-2-5 10代における歯肉に炎症所見を有する者の割合（％） 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

10 代における歯肉に炎症

所見を有する者の割合

（％） 

市 23.2 10 

国 24.5 10 

     

 表 5-2-6 20代〜30代における歯肉に炎症所見を有する者の割合（％） 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

20 代〜30 代における歯肉

に炎症所見を有する者の

割合（％） 

市 55.9 30 

県 66.0 15 

国 24.5 15 

 
 

イ 歯周病を有する者の減少 

 

歯周病については、前計画にて 40代、60代と年齢層にわけて評価していましたが、ライフコ

ースアプローチの考え方に基づき、より広い年齢層での評価のためと 40 代で歯周病が増加する

ことから、40歳以上での歯周炎を有する者の割合を新たな指標としました。 

 

●新指標 40 歳以上における歯周炎を有する者の割合  

 

表 5-2-7 40歳以上における歯周炎を有する者の割合 (%) 

指標/年度 H23 H28 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

40 歳以上における歯周

炎を有する者の割合 

(%) 

市 62.6 61.5 63.5 50 

県 ― ― 69.5 40 

 

 ※26 G；歯肉に明らかな炎症所見があり、歯石沈着のため、歯科医院での専門的な処置が必要な状態のこと 

※27 GO： 歯石は沈着していないが、歯肉に軽い炎症があり、適切な歯磨きで健康な歯肉に戻れる状態のこと 
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図 5-2-2 年齢階級別にみた歯周炎の状況 (%)（令和４年 長崎市歯科疾患実態調査） 

 

 

表 5-2-8 年代別、歯周炎のある割合の推移（長崎市歯科疾患実態調査） 

年代 H23 H28 R4 

40代 65.5 62.6 52.5 

50代 78.1 69.1 59.3 

60代 78.4 73.0 61.8 

70代 67.4 66.1 72.7 

80代以上 60.0 54.2 61.2 

40歳以上 62.6 61.5 63.5 
 
 
 
⑶  歯の喪失防止による健全な歯・口腔の育成・保持の達成 

 

ア 歯の喪失の防止 

歯の喪失の原因は主に歯周病とむし歯ですが、歯の喪失は口腔機能とも関連します。全国の

歯科疾患実態調査では、40～44 でも現在歯が 19 歯以下のひとが確認されてること、また成人

期における歯・口腔の健康における長期的な視点での指標とするため、40歳以上で残存歯数が

19歯以下の割合を指標とすることとしました。 

  また、国では 80歳で 20 本の歯を有する者の割合は指標として継続し、60歳で 24本の歯を 

有する者の割合を指標から外していますが、長崎市では総合計画の指標としていることから、

独自指標として継続することとしました。 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20～29

30～39

40～49

50～59

60～69

70～79

80～

年齢階級別にみた歯周炎の状況

歯周炎あり 歯周炎なし 無歯顎

（％）

（歳）
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（参考） 

 

●40歳以上における自分の歯が 19 歯以下の者の割合 （再掲）（表 5-1-3） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-3永久歯の抜歯状況原因調査（出典：8020推進財団調査 2018） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-4 年齢階級別にみた現在歯の状況（令和４年 長崎市歯科疾患実態調査）  

  

0 5 10 15 20 25 30

20～29

30～39

40～49

50～59

60～69

70～79

80～

未処置歯 処置歯 健全歯
（歳） 

（歯数） 

永久歯の抜歯原因調査 
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イ より多くの自分の歯を有する高齢者の増加 

●60 歳で 24 歯以上の自分の歯を有する者の割合（市の独自指標） 

●80歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合（国最終目標値 85％） 

 

表 5-2-9 60歳で 24歯以上の自分の歯を有する者の割合（％） 

 

 

 

 

 

 
 

  表5-2-10 80歳で 20歯以上の自分の歯を有する者の割合（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今後取り組むべき施策≫ 

○各年代において、乳幼児健診、学校歯科健診、歯周疾患検診などを利用し、細菌の集まりであ

る歯垢を除去するために歯磨きをすることの周知を図ります。 

〇むし歯の要因の一つである、加糖飲料の摂取回数を含めた間食の内容と頻度について情報提供

を行います。 

〇むし歯を予防するためには、フッ化物を効果的に活用することが有用であることを周知し、フ

ッ化物配合歯磨剤の効果的な使用法について、年代に応じて指導します。 

○学校等で、集団フッ化物洗口が適切に実施されるよう、関係団体が協力し支援します。 

〇歯科健診受診率が低い若年層での「歯科健診」の受診環境の整備について、関係団体と協力し

検討します。 

○医療機関や薬局と連携し、喫煙者や糖尿病患者に歯周疾患との関連に関する情報提供と歯科医

院での継続した管理を勧奨します。 

○保険者を含む関係団体の協力も得て、市民が昼食後の歯磨きや歯科健診を受診しやすい体制を

整備します。 

〇歯・口腔の健康と認知症等全身疾患との関連について周知を図り、口腔の健康への意識を高め

ます。 

〇検診や教室などにおいて、歯間ブラシやフロスなど歯間部清掃用具の使用の必要性と年代によ

る口腔内状況の違いによる使用方法の違いについて普及啓発に取り組みます。 
 
 

  

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

80 歳で 20 歯以上の自分の

歯を有する者の割合（％） 

市 66.1 80 

県 58.2 85 

国 51.2 85 

指標/年度 H23 H28 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

60歳で 24歯以上

の自分の歯を有す

る者の割合（％） 

市 77.9 75.0 80.6 90 
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３．生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上 

 ⑴ 生涯を通じた口腔機能の獲得・維持・向上の達成 

ア よく噛んで食べることができる者の増加 

●新指標  50 歳以上における咀嚼良好者の割合  （国最終目標値 80％） 

 

表 5-3-1 50歳以上における咀嚼良好者の割合（％）（長崎市民健康意識調査） 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

50 歳以上における咀嚼良

好者の割合（％） 

市 76.3 80 

県 ― 80 

国 72.2 80 

 

イ より多くの自分の歯を有する者の増加 

●40歳以上における自分の歯が 19 歯以下の者の割合（再掲）（表 5-1-3） 

 

≪今後取り組むべき施策≫ 

○乳幼児歯科健診や歯科健康教室等で、口腔機能の獲得や顎の発育に影響する習癖等について啓

発します。 

〇乳幼児歯科健診で口腔機能獲得にあわせた食形態と飲食について指導を行い、必要な場合に歯

科医院受診を促します。 

〇口腔機能低下の症状とオーラルフレイルについて周知を図ります。 

〇口腔機能を維持することが食の維持、健康寿命の延伸につながることを啓発し、口腔の機能を

保つための体操の普及を図ります。 

○「お口いきいき健康支援（口腔ケア）事業」について、訪問で健診を実施していることを周知

し、訪問歯科診療へつながる体制を整えます。 

 

４．定期的な歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健

の推進 
  

ア 障害者・障害児の歯科口腔保健の推進 

●障害者・障害児が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率（国最終目標値 90％） 

 

表 5-4-1 障害者・障害児が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率（％） 

 

 

 

 

 

 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

障害者・障害児が利用する施設での

過去１年間の歯科検診実施率（％） 

市 60.0 80 

県 76.5 90 
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イ 要介護高齢者の歯科口腔保健の推進 

●要介護高齢者が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率（国目標値 50％） 
  
  表 5-4-2 要介護高齢者が利用する施設での過去１年間の歯科検診実施率（％） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

≪今後取り組むべき施策≫ 

○障害者及び要介護高齢者の家族等に対し、既存の在宅歯科口腔保健サービスを看護・介護職を

通し伝えることで、その利用を増やします。 

○障害者支援施設及び障害児入所施設利用者の歯科口腔保健の維持・増進のため、定期的な歯科

健診の実施を勧奨します。 

○歯科関係者と多職種の連携により、在宅や施設での口腔保健サービスの利用を推進します。 

 

５．歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

⑴ 歯科検診の受診の機会及び歯科検診の実施体制等の整備 

 ア 歯科検診の受診者の増加 

●過去１年間に歯科検診を受診した者の割合（国最終目標値 95％） 

 

表 5-5-1 過去１年間に歯科検診を受診した者の割合(%) 

 

 

 

 

 

 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

過去１年間に歯科検診を受診 

した者の割合(%) 

市 53.3 80 

県 54.2(R3) 95 

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

要介護高齢者が利用する施設での過去

１年間の歯科検診実施率（％） 

市 68.2 80 

県 55.6 ― 
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図5-5-1 歯科健診を受診している者の割合（国：令和４年歯科疾患実態調査） 

 

 

 

図5-5-2 長崎市における定期的な歯科健診受診状況（令和４年長崎市歯科疾患実態調査） 

 

 

⑵  歯科口腔保健の推進等のために必要な地方公共団体の取組の推進 

ア う蝕予防の推進体制の整備 

国は、15歳未満でフッ化物応用の経験がある者の最終目標値を80％としていますが、長崎

県では、県全体でフッ化物洗口を推進し、既に目標を達成していることから、4～14歳までの

フッ化物洗口実施者の増加を、長崎県と長崎市における代替指標とします。 
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●4～14歳までのフッ化物洗口実施者の増加（県と市における代替指標） 

 

表5-5-2 4～14歳までのフッ化物洗口実施者の増加（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今後取り組むべき施策≫ 

〇歯科検診の機会の確保と実施体制を整備します。 

〇歯磨きやフッ化物集団応用を実施するための環境を整えます。 

〇歯と口の健康週間等における歯科保健普及啓発活動を広げていきます。 

〇周術期口腔ケアなど医科歯科連携体制を強化します。 

○大規模災害時の歯科口腔保健ネットワークについて協議・検討します。 

○口腔がんの初期症状に関する情報を市民に発信し、歯科医院への受診相談を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標/年度 
R4 

(基準値) 

R14 

(目標値) 

4～14 歳までのフッ化物

洗口実施者の増加（％） 

市 83.8 90 

県 85.0 90 
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